
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ☆☆☆  ☆☆☆ 

○自転車は、車道と歩道の区別がある道路では、車道を通るのが原則です。

また、車道を通るときは、道路工事などの場合を除き、車道の左端に沿っ

て通行しなければなりません。 

○自転車道があるところでは、道路工事などの場合を除き、自転車道を通行

しなければなりません。 

○自転車は、道路の左側に設けられた路側帯に限り通行することができます

が、歩行者の通行の妨げとなる場合や白色の二本の実線で標示された路側

帯は通行できません。 

〇世代に応じた自転車の安全利用に向けた動画を作成し、YouTubeの愛知

県警察公式チャンネルで公開しましたので、ぜひご視聴ください！ 

 

 

 

令 和 ８ 年 ５ 月 号 

愛 知 警 察 署 

0561－39－0110 

刑法犯認知件数（令和８年１月１日から３月 31日まで） 

長久手南交番管内の刑法犯認知件数は 20 件（前年比＋７件）であり、主

な刑法犯の認知件数は以下のとおりです。※暫定値 

  〇住宅対象侵入盗 ０件（±０件）   〇自動車盗       ０件（－３件）   

〇自転車盗        ３件（－11件）    〇オートバイ盗   ２件（＋１件） 

〇車上ねらい     １件（－１件）   〇部品ねらい      １件（±０件） 

 

それ SNS型投資詐欺かも！ 

５月は自転車月間 ～自転車を安全に利用しましょう～ 

 


